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2 0 1 7 . 4 平 成 2 8 年 省 エ ネ 基 準 施 行
2 0 2 1 . 4 省 エ ネ 基 準 説 明 義 務 化 ス タ ー ト

2023.4 【フラット３５】省エネ基準の要件化
2 0 2 5 . 4 新 築 住 宅 の 省 エ ネ 基 準 適 合 義 務 化

全ての新築住宅で以下の基準を満たすことが必要になります！
（【フラット３５】Ｓ等の金利引下げメニューの適用有無に関わらず）

現行

見直し後
(2023年4月)

断熱等性能等級２相当以上

次のいずれか
① 断熱等性能等級４以上かつ

一次エネルギー消費量等級４以上
② 建築物エネルギー消費性能基準

2023年4月以降設計検査申請分※から、
断熱等性能等級２相当では

【フラット３５】を利用できません。

脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省エネ対策の強化が進む中、2025年度から
全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられる予定です。【フラット３５】では、2
年前倒しの2023年４月以降設計検査申請分※から、省エネ技術基準を見直します。

※設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価の申請分又は長期優良住宅に係る技術的審査の申請分。

フラット３５について、詳しい手続等は
フラット３５サイトをご覧ください。

通話
無料

国際電話などで利用できない場合は、048-615-0420におかけください（通話料金がかかります。）。

0120-0860-35

お客さまコールセンター

土日も営業しています（祝日、年末年始を除く。）。
営業時間 9:00 ～ 17:00

www.flat35.com

ハロー フラット35

は、2023年４月より、
省エネ基準の要件化を実施します！

早めに
準備！

５～７
地域版

＜仕様例（５～７地域・戸建・木造）＞

外
皮

部位 仕様

天井 高性能グラスウール14K 155mm

壁 高性能グラスウール14K 85mm

床 押出法ポリスチレンフォーム3種bA 65mm

窓 金属製建具＋Low-E 二層複層ガラスA6 日射遮蔽型

ドア 【枠】金属製
【戸】金属製フラッシュ構造 二層複層ガラス

設
備

設備 仕様
暖房 高効率エアコン
冷房 高効率エアコン
換気 壁付け式第三種換気設備
給湯 エコジョーズ
照明 非居室全てLED又は蛍光灯

見直し後の 省エネ技術基準

仕様出典： 「木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック2022 省エネ基準編(４～７地域版)」((一社)木を活かす建築推進協議会)

2022.11更新版
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省エネ基準への適否は、次の方法で確認できます。
省エネ基準を満たすには【戸建住宅】

１ 仕様基準ガイドブック2022で確認する
断熱材・開口部・設備機器の仕様を選択して、省エネ基準への適否を確認

できます。

２ モデル住宅法で確認する
専用のチェックシートに断熱材等の仕様を転記して電卓で計算することで、

省エネ基準への適否を確認できます。
作
業
量

作
業
量

設
計
の
自
由
度

設
計
の
自
由
度

小 低

大 高

計算不要！

省エネ計算をしたことがない方へ

３ 計算で確認する
パソコンを使って専用ツールで計算することで、省エネ基準への適否を確認

できます。

・専用ツール → hƩ ps://house.lowenergy.jp/

設計度の自由度が高いです！

・モデル住宅法簡易計算シート → hƩ ps://house.lowenergy.jp/handcalc

チェックシートと電卓をご用意！

・１～３地域（木造）
→hƩ ps://www.mlit.go.jp/jutakukenƟku

/shoenehou_assets/img/library/guide
book_1-3.pdf

・４～７地域（木造）
→hƩ ps://www.mlit.go.jp/jutakukenƟku

/shoenehou_assets/img/library/guide
book_4-7.pdf

・８地域（木造・ＲＣ造）
→hƩ ps://www.mlit.go.jp/jutakukenƟku

/shoenehou_assets/img/library/guide
book_8.pdf

実際の仕様をチェック！まずは動画で確認！

・１～３地域（木造）
→hƩ ps://shoenehou-

online.jp/setumeisyuhou/s01/

・４～７地域（木造）
→hƩ ps://shoenehou-

online.jp/setumeisyuhou/s02/

30分程度です

国が定める省エネルギー基準等、省エネに関して総合的に情報を確認
したい方は、フラット３５の省エネポータルサイトをご確認ください。

→ hƩ ps://www.flat35.com/business/standard/energy.html

※フラット３５ご利用予定の住宅について基準の適合性を確認したい方は、ご申請予定の適合証明検査機関にご相談ください。

（2022.11作成）

※動画視聴にあたり、Cookie（クッキー）が
無効になっていると正常に機能しない場
合があります。
Cookie（クッキー）が有効になっているか
どうかブラウザの設定をご確認ください。
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省エネ基準の要件化への準備はお済みですか？

省エネ基準の解説動画のご案内
2025年度の新築住宅の省エネ基準義務化に先行して、

【フラット３５】では2023年４月以降の設計検査申請分から
省エネ基準への適合が必須となります。

住宅事業者の皆さまの省エネ基準に対するご不安に応えるべく、
住宅金融支援機構は、住宅事業者の皆さまへ向けて
省エネ基準を解説する動画を作成しました。

省エネ基準に関する基本事項や、省エネ基準への適合確認方法などを複数の動画に分けて紹介しています。

【フラット３５】の省エネ基準の要件化に向けて、まずはこの解説動画をご覧いただけると幸いです。

省エネ基準への適合は
どうやって確認できるの？

省エネ計算って難しそう

動画は、フラット３５サイト内の
【省エネルギー基準ポータルサイト】で視聴することができます。
省エネルギー基準ポータルサイトへは下記からアクセスしてください。

URL：https://www.flat35.com/business/standard/energy.html

住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
電話：0120-0860-35
営業時間：９時から17時（祝日、年末年始を除く）
※利用できない場合（PHS、海外からの国際電話等）は次の番号におかけください。

電話：048-615-0420（通話料金がかかります。）
解説動画の内容や省エネ技術基準に関するお問い合わせはこちら

省エネ基準要件化サポートダイヤル
電話：0120-935-477
営業時間：９時から17時（土日、祝日、年末年始を除く）
※利用できない場合（PHS、海外からの国際電話等）は次の番号におかけください。

電話：03-5800-8163（通話料金がかかります。）

省エネ基準ってなに？

【フラット３５】の
省エネ基準要件化の概要 省エネ基準の概要や国の動き

解説動画の視聴方法

省エネ基準要件化に関するお問い合わせ

（2023.1作成）

▲省エネルギー基準ポータルサイト トップ画面

省エネ基準への適合確認方法
仕様基準

省エネ基準への適合確認方法
性能基準（省エネ計算）
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独立行政法人住宅金融支援機構に係る
令和５年度予算案等の概要

－機構関連の国土交通省予算概要等のご案内－

【ご注意】

• 令和５年度予算案については国会の議決を経て正式に成立することになります。

• この資料の記載内容は、令和５年度予算の成立を前提に、令和５年度において実施を予定しているものです。

制度見直しの詳細は、決まり次第、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）又はフラット３５サイト（www.flat35.com）

でお知らせします。

令和５年２月

地域業務第二部
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合計ポイントに応じて金利を引下げ
（各メニューのグループで１つのみ適用可）

１ 【フラット３５】Ｓ等の金利引下げ制度の継続

※１ 長期優良住宅は３ポイント（住宅性能２ポイント＋維持保全１ポイント）
※２ リノベと維持保全に関するメニューは併用不可

※３単独利用時：当初10年間▲0.3％

管理計画認定マンション ■１ポイント
予備認定マンション ■１ポイント
長期優良住宅※１ ■１ポイント
インスペクション実施住宅 ■１ポイント
既存売買瑕疵保険付保住宅 ■１ポイント
安心Ｒ住宅 ■１ポイント

維持保全に関するメニュー※２

地域連携型(子育て支援) ■■２ポイント
地域連携型(空き家対策) ■■２ポイント
地域連携型(地域活性化) ■ １ポイント
地方移住支援型※３ ■■２ポイント

地域連携に関するメニュー

Ｓ(ＺＥＨ) ■■■ ３ポイント
Ｓ(Ａプラン)※１ ■■ ２ポイント
Ｓ(Ｂプラン) ■ １ポイント
リノベ(Ａプラン)※２ ■■■■４ポイント
リノベ(Ｂプラン)※２ ■■ ２ポイント

住宅性能に関するメニュー

１

年▲0.50%

年▲0.25% 年▲0.25% 年▲0.25%
当初５年間 当初５年間 ６～10年目まで当初10年間

１ポイント ３ポイント ４ポイント以上

当初10年間

年▲0.50%

２ポイント

• 令和５年度も引き続き、省エネルギー性・耐震性等を備えた質の高い住宅を取得する場合に利用できる【フラット３５】Ｓ
や、機構と連携している地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて利用できる【フラット３５】地域連携型等にお
ける金利引下げメニューを実施します。

（金利引下げメニューと各メニューの組合せは下図のとおりです。）
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２ 【フラット３５】地域連携型（空き家対策）の金利引下げ期間延長
【令和５年４月資金実行分より】

２

ＵＩＪターン

【居住誘導区域外】

住み替え

【地方公共団体の区域外】

住み替え

【防災・減災対策に資する住宅】

ＵＩＪターン 防災対策コンパクトシティ形成

【街なみ景観の形成、維持に資する住宅】

景観形成 景観形成

【地域産材を使用した住宅】

地域産材使用

地域産材の活用

【子育て・新婚世帯の住宅取得】

子育て・新婚世帯

子育て支援

＜対象となる事業の例＞＜対象となる事業＞

（令和５年4月以降のイメージ）

【地方公共団体の区域内】 【居住誘導区域内】

地域連携型（地域活性化）

空き家の活用

【空き家の取得】

空き家対策

地域連携型（空き家対策）

地域連携型（子育て支援）

グリーン化※

■■２ポイント ■１ポイント

【当初10年間 年▲0.25％】 【当初５年間 年▲0.25％】

【断熱等級６、７相当の住宅】

高断熱住宅の取得

※令和５年４月から開始

• 空き家対策の取組を強化する観点から、【フラット３５】地域連携型のうち「空き家対策」に関する事業に該当す
るものについて、借入金利の引下げ期間を延長（５年間→10年間）します。
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• 脱炭素社会の実現のため、まちづくり融資（長期事業資金）及びサービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資について、
省エネルギー性の基準を強化するとともに、金利引下げ制度を創設します。

３ まちづくり融資（長期事業資金）及びサービス付き高齢者向け賃貸住宅
建設融資の省エネ基準強化及び金利引下げ 【令和５年10月借入申込受付分より】

３

（２） 金利引下げ制度の創設

令和５年９月以前 → 令和５年10月以降

まちづくり融資
（長期事業資金）

「断熱等性能等級２相当以上」

強化

「断熱等性能等級４以上かつ

一次エネルギー消費量等級４以上」

または

「建築物エネルギー消費性能基準」
サービス付き
高齢者向け

賃貸住宅建設融資

「断熱等性能等級３以上」

または

「一次エネルギー消費量等級４以上」

（１） 省エネルギー性の基準強化

金利引下げ対象 金利引下げ期間 金利引下げ幅（借入金利から）

長期優良住宅又はＺＥＨ 当初15年間 年▲0.2%
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• 宅地防災工事融資は、宅地を土砂の流出等による災害から守るための工事を行うよう、地方公共団体から勧告等
を受けた方に、擁壁の設置等の工事を行うための資金を融資する制度です。

• 危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等による災害を防止する観点から宅地造成等規制法が改正され、地方公共
団体による勧告等の対象区域に「特定盛土等規制区域」が追加されたことを受けて、当該区域を宅地防災工事融資
の対象に追加します。

４ 宅地防災工事融資の対象追加
【令和５年５月26日（改正法施行日）借入申込受付分より】

４

（宅地造成等規制法改正前）

■宅地造成等規制法改正に伴う宅地防災工事融資の対象※1

※２ 法律名が「宅地造成及び特定盛土等規制法（通称「盛土規制法」）」に改正

※３ 盛土等により災害を発生させるおそれが大きいもの。

（宅地造成等規制法改正後※2）

宅地造成工事

規制区域

宅地造成に伴い災害が生じるおそれの大きい市街地又は

市街地になろうとする土地の区域で、宅地造成に関する

工事について規制を行う必要がある区域

宅地造成等

工事規制区域

宅地造成、特定盛土等
※３

に伴い災害が生じるおそれの大き

い市街地又は市街地になろうとする土地の区域で、宅地造

成等に関する工事について規制を行う必要がある区域

造成宅地

防災区域

宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生じる

ものの発生のおそれが大きい造成宅地の区域

造成宅地

防災区域

宅地造成、特定盛土等
※３

に伴う災害で相当数の居住者等に

危害を生じるものの発生のおそれが大きい造成宅地の区域

特定盛土等

規制区域

【追加】

特定盛土等
※３

が行われた場合にこれに伴う災害により居住

者等の生命又は身体に危害が生じるおそれが特に大きいと

認められる区域

※１ 宅地造成等規制法のほか、急傾斜地法及び建築基準法に基づく地方公共団体による勧告等を受けた場合も宅地防災工事融資の対象
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（参考１） 【フラット３５】（新築住宅）における省エネ基準要件化
【令和５年４月設計検査申請等分より】

令和５年３月以前 → 令和５年４月以降

【フラット３５】 「断熱等性能等級２相当以上」 強化

「断熱等性能等級４以上かつ

一次エネルギー消費量等級４以上」

または

「建築物エネルギー消費性能基準」

• 脱炭素社会の実現に向けた取組を加速させるため、令和７年度から全ての新築住宅に省エネ基準の適合が義務付け
られる予定です。

・【フラット３５】では、国の取組に先駆けて、２年前倒しの令和５年４月以降設計検査申請等分から、

【フラット３５】Ｓ等の金利引下げメニューの適用の有無に関わらず、全ての新築住宅において省エネ基準を要件化します。

（既に機構ホームページ、フラット３５サイト等でお知らせしている内容と同様です。）
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（参考２） 国費等

（１）事業計画

令和５年度（当初計画）

金額 <参考戸数>

証券化支援事業（買取型） 2兆1,440億円 <7.1万戸>

住宅資金融通等事業計 1,980億円 <1.9万戸>

総合計 2兆3,420億円 <8.9万戸>

証券化支援事業（保証型） 3,193億円 <1.1万戸>

住宅融資保険事業 5,391億円 <－>

(注) 各事業の実績や金利動向等により変動する可能性があります。

（２）国費

国庫補助金：236.23億円、出資金：15.2億円

（３）財政融資資金からの借入金

307億円（0.2万戸）

（４）政府保証債の発行計画

2,200億円（住宅金融機構グリーンボンド）

（５）財投機関債の発行計画

2兆1,745億円

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。
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